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雜

錄

耠

料

論

L
、

給
與
謂
澤
な
る
使
用
人
は
其
の
剩
餘
を
割
き
て
新 

辦
實
を
學
習
し
、
人
世
に
趣
味
を
加
へ
、
幸
福
を
掰 

し
、
身
神
休
養
の
手
段
を
構
じ
才
智
體
カ
共
に
沘
に 

し
て
執
務
迅
速
な
る
の
み
な
ら
ず
、
能
ぐ
安
t

じ
て 

其
の
，任
を
舉
ず
る
を
以
て
投
機
，に
干
與
せ
ず

廉

耻

を

ニ
'
,ぞ
梦
の
使
A

人
を
鑑
識
し
て
之
を
®
待
す
る
は
最 

•
Mの
.投
資
法
のj

た
る
.ベ
く
し
て
、

.&
の
使
用
.
^
こ 

着
實
執
業
の
美
風
を
敎
へ一

層
有
爲
な
る
人
の
輩
出 

を
促
す
'ベ
く
辦
務
の
难
新
期
し
て
待
つ
ベ
き
な
ぅ
、

三
、
使
用
人
の
澉
®
は
有
爲
の
人
を
し
て
斷
へ
ず
他
に 

位
骰
を
求
む
る
に
營
冷
た
ら
し
め
艰
坐
事
務
の
濉
滯 

は
タ
論
結
局
细
能
の
人
麗
の
み
を
留
む
る
に
終
る
に 

反
し
彼
等
の
®
遇
は
自
然
無
能
遨
不
德
著
を
屏
息
せ 

し
め
他
方
而
の
俊
才
亦
來
ぅ
て
住
を
求
む
^

る
至
り 

使
用
人
擧
て
敏
活
な
る
行
動
を
爲
す
に
至
る
ベ
し
、
 

吾
人
は
快
心
奇
拔
な
る
給
與
法
の
實
例
を
我
邦
の
實 

業
界
に
於
て
目
擊
せ
ぅ
、
を
は
使
用
八
の
俊
^

に
^
じ 

T

a
に
^

へ
相
^

邦
間
に
思
切
ク
た
る
增
給
を
^
け

其

想
七
號

1
〇
八

の
使
用
人
の
枏
當
年
齡
に
達
す
4

に
及
び
て
罷
役
又
は 

M

職
を
命
じ
是
が
補
充
ど
し
て
次
席
漭
を
順
次
に
燊
り 

上
げ
斯
ぐ
し
て
生
じ
た
る
故
員
を
旗
む
る
に
新
敎
育
を 

受
け
新
智
識
：を
有
ず
る
靑
#

を
採
用
し
而
し
て
復
た
同 

樣
の
愉
快
な
る
進
級
を
繰
返
べ
し
て
彼
等
を
獎
»

し
皴 

舞
し
彼
等
を
し
て
‘向
上
:0
希
望
を
十
分
に
滿
足
せ
し
む 

る
の
方
法
な
&

其
の
罷
免
せ
ら
れ
た
.る
漭
も
茌
«
中
の 

給
與
常
に
*

當
«

る
.を
以
て
職
を
11
め
.ら
れ
て
刺
也> I

 

就
く
*撰
が
.ば
.既
にj

廉
©
財
產
を
菩
積
し
又
後
繼
者
の 

敎
養
ネ
十
分
に
行
屈
き
て
親
た
る
の
義
務
も
完
全
に
織 

さ
れ
自
己
も
晚
年
を
安
樂
に
送
.

CS

得
る
ど
共
に
*

主
侧

も
其
の
罷
免
し
た
.る
潘
に
花
職
中
全
能
を
發
撺
せ
し

め
 

忠
誡
を
盡
さ
し
め
'て
業
務
に
.對
し
多
大
の
鹿
娘
を
享
け 

た
る
こ
ど
な
れ
ば
是
れ
即
ち
歷
主
使
用
人
相
互
の
大
利 

益
に
し
て
彼
の
常
に
薄
遇
を
續
け
て
生
活
上
餘
裕
な
か 

ら
し
め
生
計
上
に
顧
盧
せ
し
め
.一
も
希
麗
を
將
來
に
有 

せ
し
め
ず
し
で
斷
へ
中
思
ひ
を
他
に
a

せ
し
め
其
の
.業 

務
效
率
の
十
全
を
期
し
離
き
に
比
す
れ
ば
遙
に
K

S
せ 

る
又
則
る
べ
き
給
與
法
ビ
云
ふ
べ
き
な
6

0 

;

米
國
の
金
準
備
問
題

utmn

米
國
龈
行
法
の
下
に
於
て
は
普
通
銀
行(

國
立
銀
行 

及
州
立
鈒
行)

は
、
典
預
金
に
對
し
て1

定
の
支
挪
準 

侃
金
を
合
法
貨
幣
を
以
て
^/
有
す
る
こ
と
を
要
ず
.。
銀
.j 

行
法
を
以
て
準
備
金
の
割
合
を
定
む
.る
が
如
き
は
、
各 

文
明
國
中
殆
ん
ど
他
.に
例
を
見
ざ
名
所
に
し
て
米
國
特 

有
の
も
の
な
6

。
蓋
し
米
國
の
國
立
銀
行
は
各
诌
銀
行 

券
を
發
行
し
來
れ
る
を
以
て
、
か
.く
：预
金
に
對
し
て
抱

\ 

有
す
ベ
き

#

■

の
最
低
を
法
定
す
る
に
，至
れ
る
飞
の
次
丨
 

な
る
が
、

一
九1

四
年
實
施
の
聯
邦
準
備
銀
行
法
に
於 

て
も
、
其
觏
合
を
低
下
し
た
る
も
、
之
を
法
律
を
以
て 

定
む
る
の
趣
旨
は
依
然V

J

し
て
存
じ
た
b

。
即
ち
國
立 

鈒
行
法
の
下
に
於
て
は
紐
育
、
市
俄
古
及
®
路
易
の
三 

.

第
十】

髂

(

九
5

)

雜

、

錄

產
の
金
準
f

題

中
央
準
備
市
に
在
る
國
立
銀
行
は
預
金
の
ニ
削
：五
分
、
 

0

十
七
の
準
備
市
の
銀
行
は
同
じ
く
ニ
割
五
分
、
其
他 

總
て
の
地
方
銀
行
は
同
.一
割
五
分
の
準
備
金
を
所
有
せ 

ざ
る
.，ベ
か
ら
ず
。
但
し
銀
行
法
は
全
國
の
金
融
系
統
ょ 

i

資
金
移
動
の
狀
態
を
斟
酌
て
、
準
備
市
の
銀
行 

は
，巾
央
準
備
市
の
所
宛
の
銀
行(

之

を

R
e
s
e
r
v
e

 

a
g
e
n
t

 

ぐ
し
獬
ず)

U

對
す
る
預
ケ
金
を
法
定
準
備
金
咿
に
箅
入 

す
る
こ
と
を
得
、ベ
く
>

又
地
方
銀
行
は
#
備
市
及
中
央 

準
備
市
の
所
定
離
猶
代
现
銀
衍
へ
の
預
ヶ
金
を
同
欉
準 

備
金
中
に
加
算
す
る
^'
得
る
.乙
S 
>

せ
グ
。
然
る
に
準 

備
銀
抒
法
に
於
で
®

其
準
備
割
合
を
低
減
し
て
、
巾
处 

準
備
市
の
鈒
行
は
預
金
の一

割
八
分
、
準
備
市
の
鈒
行 

は
同
.

一 ,

割
五
分
、へ
地
方
銀
行
.は
_

1

割
ニ
分
I

し
た

>

9 

0 

.

.
而
し
ヤ
米
國Q

.

銀
行
法
に
謂
：ふ
所
の
法
定
準
備
た
る 

資
格
5:
有
す
る
合
法
貨
幣
ど
|は 

,

.
.
1
、 /

金
貨
'
，
:

'
 

.

ニ
、
金
證
券

谘
七
號 

一



で -7 广

骼
十1

卷

(

九
五
ニ〕

雜
‘
I
錄
来
國
の
金
準
備
間
題

三
、
銀

貨

— 

‘':
•

.
 

‘.

.■
■-

四
、
銀

證

券

-

.
五
、
政
府
紙
幣(

L
e
g
a
l

 

tender, 

n
o
t
e
s
)

の
五
秫
の
貨
幣
に
し
て
、
國
立
鈒
行
券
及
び
新
龈
行
法 

.
の
下
に
發
行
せ
ら
る
、
聯
邦
準
備
紙
幣
、
聯
邦
準
備
飯 

行
紙
幣
等
は
何
れ
も
合
法
貨
幣
た
る
能
は
ず
、
從

つ

て

| 

法
定
準
備
金
た
る
を
許
さ
れ
ず
し
て
、
飯
行
貸
出
の
进 

礎
を
成
す
能
は
ざ
る
は
勿
論
な
6
0
.
右
五
秫
の
合
法
货 

锻
の
中
銀
货
及
飯
證
券
並
政
府
紙
裕
は
ヽ
其
發
行
總
额 

に
制
限
あ
て
之
以
上
の
增
發
を
認
め
ざ
れ
ばc

 

貨
幣
の
布
在
は
銀
行
の
所
有
す
る
準
備
金
の
增
減
と
關一 

涉
す
る
所
少
く
、
事
實
準
備
金
の
實
質
を
形
成
す
る
も 

の
は
金
货
及
金
證
券
に
し
て
、
其
增
減
は
全
國
鈒
行
準 

備
金
の
塯
減
を
伴
ひ
、
预
金
、
M

出
の
伸
縮
を
犮
右
す
一 

る

こVJ
、

な

る

な6
。

.即

ち

國

立

鈒

行

法

の

下

に

於

て
 

は
、
飯
行
券
に
對
し
て
は
金
準
備
の
規
定
を
設
け
ざ
h 

し
ビ
雖
も
、
预
金
換
言
す
れ
ば
小
切
手
に
對
し
て
一
定 

の
金
準
備
を
維
持
す
る
こ
と
、
な
り
居
た
6

。
か
く
の

; 

粼

七

號

I

1
〇

如
^

^

て
銀
行
券
の
濫
發
を
防
ぎ
、
且
预
金
通
貨
即
ち 

信
用
の
膨
脹
を
抑
止
す
る
5r
得
る
の
組
織
な
6

き
。

.I
I

米
國
國
立
銀
行
法
に
於
け
る
準
備
金
の
規
定
は
大
略 

右
の
如
く
に
し
て
、
其
信
用
i

礎
を
事
實
金
準
備
の 

上
に
•置
け
る
は
明
か
な
る
が
、
十
央
鈒
行
な
き
爲
め
其

準
備
金
は
各
銀
行
の
分
有
す
る
所
に
屬
せ
り
。
か
く
離 

備
金
の
分
散
せ
る
は
®
に
國
立
鈒
行
の
み
に
业
ま
ら
ず 

州
.立
銀
行
、
信
託
會
社
等
皆
同
樣
に
し
て
、
全
國
に
ー
且 

り 
一1
與
有
餘
の
鈒
行
は
各
獨
立
し
て
準
備
金
を
分
制
所 

有
せ
6

。
固
ょ
り
現
金
準
備
以
外
各
取
引
龈
行
R

對
し 

て
相
赏
の
預
ヶ
金
を
有
し
、
實
際
上
支
挪
準
備
を
充
實 

せ
る
も
、
か
く
の
如
き
は
槪
ね
鈒
行
相
互
間
の
帳
筂
上 

に
於
け
る
貨
借
關
係
に
過
ぎ
す
し
て
、
實
隙
の
準
備
金 

ビ
し
て
は
惯
値
甚
だ
少
し
。
S

し
取
出
銀
行
は
準
備
金 

の
最
後
の
_貯
藏
所
€

し
て
、
其
預
金
に
對
し
て
十
分
な 

る
準
備
を
撒
く
こ
と
を
な
さ
ず
、
僅
に
一
部
の
举
備
に 

止
め
て
之
を
他
に
貨
附
く
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
其
準

I

I

I

i

備
金
た
る
ベ
き
頸
金
に
對
す
る
準
備
は
苒
轉
し
て
觅
に 

他
の
取
引
銀
行
へ
の
预
ヶ
金
と
な
る
を
常V

J

す
。
即
ち 

一
言
に
し
て
維
せ
ば
ヽ
米
國
從
來
の
鈒
行
準
備
の
組
織 

は
極
端
な
る
分
散
狀
態
.に
在
るV

J

典
に
、
最
後
の
貯
藏 

所
た
る
べ
き
も
の
な
か
り
し
な
り
。
之
を
具
體
的
に
言 

へ
ば
地
方
銀
行
は
其
預
金
に
對
し
て
有
す
べ
き一

割
五 

分
の
法
定
準
備
の
或
部
分
は
、
合
法
货
幣
を
以
て
谷
銀 

行
の
手
•許
に
存
骰
す
る
も
、殘
b

の
部
分
は
準
備
市(

及 

中
兴
準
備
市)

の
所
定
準
備
代
理
銀
行
に
於
け
る
预
ヶ 

金
殘
高
を
以
て
之
に
充
つ
。
然
る
に
是
等
地
方
龈
行
の 

準
備
金
た
る
預
金
を
有
す
る
準
備
市
の
銀
行
は
、
其
预 

金
に
對
し
て
他
の
個
人
预
金
と
同
樑
二
割
五
分
の 

準
備
を
®

く
に
過
ぎ
ず
。
且
其
準
備
の
或
部
分
は
中
央 

準
備
市
の
銀
行
に
於
け
る
、预
ヶ
金
た
る
な
6

。
即
ち
飯 

行
營
業
上
の
實
際
ょ
り
觀
れ
ば
、
大
體
に
於
て
地
方
I 

行
の
準
備
金
の
或
部
分
は
各
地
方
の
準
備
市
に
预
託
せ 

ら
れ
而
し
て
準
備
市
銀
行
の
準
備
金
の
或
部
分
は
中
央 

準
備
市
に
流
入
し
、
事
實
上
三
中
央
準
備
市
の
銀
行
は

全

體V
J

し
て
各
.三
®

の
^
央
準
備
所
た
る
し
へ
き
地
位
に 

在

る

な

h

。
殊

に

&
育

の

銀

行

は

巨

額

の

餵

行

预

金

を 

有

し

、

殆

ん

^
全

國

信

用

組

織

の

中

樞

を

成

せ

6

。
今
 

i

九

一
ill

年

十

月

.

1

一
十一

日

現

在
の
通
貨
盤
督
官
の
報 

吿

に

依

&

V
、
三

中

央

準

備

市

に

於

る

鍬

行

預

金

の

狀 

態

を

觀

‘る
に
.次
の
.如

き

も

の

fc
b
 

o

一一

一

中
央

*

備
市
國
立
銀
行
預
金
高

.

紐
育
市
の
市
俄
古
市
の
聖
路
易
市
の 

國
立
銀
行
國
立
銀
行
國
立
銀
行

國
立
銀
行
の
•姐
兪

州
立
銀
行
及
個
人 

銀
行
の
預
金 

信
託
會
社
及
貯
蓄 

銀
行
‘の
预
金

.銀
行
矿
金
計 

個
人
预
金 

總

計

.f
p 

S

>

I

T
泠 

#
1、六
§-

合

訃
 

爵 

0
,5-

一一

ニ
、六
七一

七
六
、発
八
ニ
六
，
_
 

二 
一
 

3
七六 

A
一、
コ
ー
八
.

s

s

s 

.I
T
S

 

1

炎
、七
^

癒

、_
 

i

、
0
0 

六 

<
l
s

 
一
 

空
：

4,3 三
！！

七
l
n六
装 

二 

m
,*
x
_ 

六
I'J
I
K 

i

、
f

•
震

、璧

冀

、窫

i

'
§

'

1
、浩
八
、八-1
3

ー
 

右
表
に
示
ず
如
く
三
中
央
帶
備
市
の
國
立
銀
行
に
於 

け
.る
.銀
行
預
金
は
、
個
人
预
金
の
九
億
夂
千
ー
ー
一
W

I

 

に
對
し
て
殆
ん
ど
同
額
の
九
億
五
千
五
百
萬
弗
の
巨
額 

を
示
せ
る
を
命
る
ベ
し
。
而
か
も
，

」

の
約
十
| 1
it

達
す

笫
十
！
卷

.
C

九
五
三)

雜

錄
.

米
國
の
金
準
備
問
妞

镞
七
號



,

谘
十
一
卷(

九
五
四)

雜
錄
來
國
の
金
準
備
卯
妞

>

る
銀
行
及
信
託
會
社
の
預
金
は
、

I

全
部
各
预
託
嫩
行
の

準
備
金
を
形
成
せ
る
f

の
^
a-

は
明
か
«

れ
ば
、
.
.各
地

方
銀
行
の
_
働
金
股
齋
腕
绞
し
で
中
央
準
備
市
の
國
立

餵
行
は
之
に
對
し
て
十
分
必
恶
な
る
* :
備
•

嚴
か
r

る
ベ
か
I

る
は
當
然
の
事
な
ぅ
。
'就
中
紐
育
苽
の
八

大
國
立
锒
行
に

於

げ

る

に

、
&

に
.示

す
が
如
く
總
額
四
億
六
千
餘
蘅
弗
に
し
て

、

三
中
央
«

備
市
國
立
銀
行
の
抱
擁
せ
る
銀
行
預
金
の
宇
を
占
め
S

預
託
銀
行
ヽ
信
託
會
祉
の
數r

萵
五
千
に
上
b

ヽ
儼
然

と
し
て
圣
國
龈
行
.

の
準
備
銀
行
た
る
の
觀
を
：堅
せ
ぅ
9

銀

fr

 ̂

顼
託
銀
行
':銀

行

個

入
 

鄰

わ

名
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^

0

S

八、
s

 

N
a
t
i
o
n
a
l

 

P
a

r
k

 

B

att
k
 

ニ、i
 

3

、
力
八
八
茺

、
1

第

七

號

}

r
i

•計 

: 

一
 

i

'

,i-
-
3:
%

i

s l
.

さ
れ
ば
若
し
！|
1中
央
準
備
市
の
國
立
鈒
行
殊
に
紐
育 

の
前
記
八
大
餅
行
が
？
相
國
結
し
て
：
一‘箇
の
中
*
準
備 

所
た
る
.の
任
務
、
寶
饪
を
自
覺
し
、
' 多
數
の
：餵
行
ょ
b 

ノ
預
記
さ
れ
ぁ
る
準
備
金
に
對
し
て
十
分
^,
る
準
備
を
#

|

• #

す
る
や
ぅ
貨
出
に
節
制
を
加
へ
、
且
準
備
金
の
分
配 

\

を
調
整
す
る
を
得
れ
ば
、
米
國
銀
行
制
度
に
於
け
る
準 

|

備
金
分
散
の
弊
は
大
に
鱗
殺
せ
ら
れ
得
る
な
ち
。
然
れ 

ど
も
是
等
準
備
代
理
銀
行
た
る
國
立
銀
行
は
、
他
國
の 

一
中
央
銀
行
と
異
に
し
て
特
じ
有
利
な
る
銀
行
券
發
行
等 

の
特
典
な
く
、
觅

爱

等

互

：調
の
.銀
行
預
金
に
對
し
て 

\

は
一一

分
の

_

子
を
附
し
，
小

.

切

手

の

.
取

立

其

他

送

金

上
 

\
種
々
煩
雜
な
る
羊
數
を
無
償
に
て
果
さ
く
る
ベ
か
ら
ざ 

る

'
狀

耀

に

在

れ

ば

、

中
央

_

備
市
の
銀
行
と
し
、て
は
爾 

行
預
金
に
對
し
て
相
當
程
度
0
準
備
を
手
許

.

に
存
し
f t 

C

こ

V」
は
、
到
底
忍
ぶ
能
ば
ざ
る
所
な
る
べ
ぐ
、

一̂

一
三
年
十
月
一一
十

r

印
0

現
在
高
.に
於
て
、
三
中
央
# 

備
市
の
國
立
m

行
の
‘手
準
備
金
は
合
計
三
億
八
千

h
> 

r

rt-
-
fi
,ト
-f-
_ ,1 

^
.
h
n 

- 

■ 

.
r
h
^
M
M
n
r
h 

M
- 

>■
H—

.T

.
:
t
-
.

h

"

tj
l
.
t l

-

-r 
一

酉
萬
弗
に
し
て
、
當
時
抱
擁
せ「

る
翁
行
預
金
及
関
人
預
；
 

金
總
额
ヤ
九
億
餘
衡
弗
に
對
し
て

I

ー

餅

に

足

ら

ず
;°
.
齪
 

行

預

金

の

大

部

分

は

之

を

棘

'
式

取

引

所

仲

貝

人

へ

コ

ー 

ル
•
ロ

 

I

ン
と
し
て
貸
附
け
ぁ
ぅ
た
6

。(

紐
育
紐
合
銀 

行

の

準

備

金

增

減

が

、

同

市

場

に

於

け

る

コ

ー

ゲ

*

^

， 

に
銳
敏
な
る
感
能
を
興
ふ
る
は
此
事
情
に
基
く
な

h

o

)

 

か
く
の
如
き
事
情
に
依

b

實
際
上
全
國
信
用
の
準
備 

所
た
る
べ
き
任
務
を
有
せ
る
中
央
準
備
市
の
銀
行
^

し
一 

て

典

任

務

：を

^

フ

す

る

に

至

參

ク

必

要

に

應

じ

て

準
 

備
金
の
引
出
に
應
ず
る
傲
は
ざ
る」

多
か
り
し
か
ば
一 

各
、鑛
行
ば
結
局
各
自
の
手
許
に
.存
置
仓
る
準
備
金
に
依 

賴
せ
ざ
る
ベ
か
ら
ざ
る

>

 

J

と
V

 

’/J
-
P
、
國
立
銀
行

.

法
0- 

下
に
於
け
る
準
備
金
預
託
制
度

^

依

る

準

備

.叙

の

集

中 

は
其
分
散
觚
度
の
弊
を
矯
正
ず
る
上
は
於
て
何
等
效
を 

擧

ぐ

る

能

は

ず

、

却

で

之

??
'

助

長

せ

し
む
る
の
結
架
を 

來
ぜ

$

9
國
立
.銀
狩
法
制
度
以
來
の
雒
世
紀
間
に
於
け 

る
米
國
の
恐
燃
ば
1A

七

三

年

、

八

四

举

、

九

0

年
、

九
三
年
、

一

九
〇

一
年
及
一
九
〇
七
年
ヽ
，何
れ
も
其
原
‘

郯
十1.

卷
:

(

盤

雜

錄

::

動
か
き
_
倫

餘

因
#

行
準
備
組
«

の
不
備

e

存
せ
次
る
は
な
し
ど
云
ふ 

も
過
嘗
に
あ
ら
ぎ
る
な
f

。
I

か
く
銀
行
準
備
金
の
分
散
せ
る
爲
め
、
國
と
し
て
其 

の
金
準
備
に
對
す
：る
銃
轄
カ
を
缺
き
、
對
外
關
係
に
於 

て
命

.

の
流
出
入
を
調
節
す

.

る

能

は

ず

、

同

時

^

之

を

自 

*

準
備

.

ぐ」

し
で
#

«

ず
る
の
途

«

く

、

入

る

に

從

つ

.で 

各
矿
に
分
敗
す
れ
は
、

一
朝
金
の
流
出
す
る
こ
と
ぁ
^1 

ん
か
、
直

^

之
に
數
倍
す
る
倩
用
の
減
縮
を
惹
起
じ
、 

往
々
化
し
て
正
貨
支
挪
の
停
止

.

.を
な
さ

W

.
る
ベ
か
ら
ざ 

る̂

至
る
は
當
然
の
ど
と

*

b
A

j

す
。

.

1
S

是
K

tf
l

て
觀
れ
ば
、
米
國
銀
行
組
織
の
最
大
缺
點
ビ 

す
る
所
は
、

S

備
金
の
分
欺
せ
る
に
在
り
て
、
全
_
ニ 

萬
餘
：の
銀
行
は
各
多
少
の
準
備
：金
を
有
す
る

.

も
、
經
濟 

激
の
變

P

に
際
し
て
ゆ
殆
/ V

V」

用
を
な
さ
ず
。
若
し
之 

を
適
當
§

場
脈
に
集
中

.

し
、
必
要
に
應
じ
て
分
配
其
宜 

し
&

を

得

れ

ば

、

全

國

：に
1
2̂

<

鬼
挪
停
业
を
な
す
に 

至
る
が
如
き
こ

V
J

な
き
を
得
る
は
言
ふ
を
俟
た
ざ
る
所

.

访
七
號 

一
ニ
ニ



骼
十i

卷

(

九
.五r

o

雜 

'錄

來
國
の
金

f

間
胝

な
b

。
•
蓋
し
銀
行
に
對
す
る
预
金
の
出
は
、
全
國
同 

時
に
®

る
も
の
に
あ
ら
ず
.し
て
、
先
づ
、或

一

地
方
に
起 

"

漸̂
次
他
の
地
方
に
傳
播
し
听
ぐ
も
の
な
れ
ば
、
其

當
'
 

机
に
於
て
適
常
の
場
所̂

集
中
さ
れ
ぁ
る
傘
備
金
を
以
.

て
之
に
應
龙
れ
ば
、.
#
« :
を
未
然
に
to
止
す
る
を
得
ベ
.
 

/
V
S 
少
■く
' も
.其
rL
-
1

^

少̂
な
£>
■
し
：( /

る
5-
'
#
へ
し
'，0
'
.

〉 

さ
れ
ば
米
國
鈒
行
組
織
.’の
，改
：M

に
當
然
雜
備
金
の
.集

中
.
 

•

轄
に
向
は
ざ
る
ベ
か
ら
ず
。
人
或
は
米
國
國
立
.飯
が 

の
傲
行
券
發
靈
の
不
完
全
に
む
て
、
通
貨
の
伸
縮
性 

に
乏
し
き
事
を
以V

、

米
國
银
行
制
度
の
最
大
の
缺
陷 

と
*

す
が
如
し
ミ
雖
も
、
备
等
は
寧
ろ
附
_
的
の
も
の 

に

し

て

、
へ
f

組
織
.の
^

i

即
ち
準
備
金)

の
分
散
不
統|
 

一
I

最
大
唯1

の
缺g

た
る
#

れ
0
へ
殊
に
米
國
は
英 

國
と
同
樣
小
切
手
取
引
著
し
く
.發
逄
し
、
，手
形
交
換
高 

の
如
き
千
$

西
傲
ょ
ぅ
ニ
中
億
弗
に
上
>
?
.日
常
.の

小

■
 

決
濟
に
至
る
迄
殆
んV」

全
部
小
切
手
を
.以
て
な
さ
る
，

•
 

狀
態
‘
£
在
れ
ば
> 

信
用
の
基
礎
た
る
金
擎
備
さ
へ
集
中 

铳
觀
せ
■ら
れ
あ
办
て
S

小
切
手
取
引
の
圓
猾
を
阻
害
す

够

七

雛

1
:
5
,

る
こ
と
な
く
ば
、
*

行
券
の
屈
#'
.性
を
缺
く
が
如
ぎ
は 

左
迄
a

ふ
る
に
足
ら
ざ
る
な
^
'。
'故
に
米
.國

.鍬

行

組

織 

改

革
.の

要

點

_は

其

金

难

備

0

集
：中
統
轄
を
期
す
る
を
以 

て
41
心
:̂
な
す
べ
き
も
の
な
ぅ
。

‘

.

1_

金
维
備
の
集
巾
統
轄
は
：中
央
錄
行
制
度
に
於
て 

最
も
完
全
な
‘

る
紅
得
七
く
、
今
日
に
於
け
る
^
文
明
國 

は
#

れ
も
此
0 .

制

度

を

採

用

し

"
、
所

期

の

效

粜

を

擧

げ 

つ
，
あ
る
は
一
般
の
認
む
る
所
な
ぅ
。
然
る
に
獨

A

米 

國
は
其
國
民
性
の
極
端
に
民
主
主
義
に
流
れ
た
る
爲
め 

何
事
も
權
勢
办

.

：1
筒

：所

に

集
^ :

せ

ら

る.

、

を

嫌

忌

し

、 

嘗
て
咕
央
銀
行
劁
度
0 :

.

設
げ
ら
れ
犮
る
こ
ざ
f

レ
も 

幾

多

心

政

治

的

弊

害

及

地

方

的

感

情

：の

纏

綿

し

來

0
て 

ま

は

：繼

績

す

る

に

車

ら

ず

、

鉋

，く

迄

民

主

.

的

な

る

‘國

立 

銀
行
制
度
の
成
立
を

_

、

' 

M

m

m

s

艘
立
制
度
を
採 

6
支
店
の
設
置

'

を
認
，め

.

ず
、
'以
，で
今
日
に
.及
ベ
る
も

の' 

な

れ

巧

一

：方
に
，分
立
生

«

の

弊

害

：を

十

分

に

認

ひ

る 

も
、
集
桃
的
な
る
中
央
龈
听
制
度
の
劁
卿
は
其
最
も
嫌 

忌
^ :

る
麻
な
り
。
»
之
國
土
甚
だ
廣
大
め
し
て
各
地
經

濟
發
逄
の
：狀
態
に
大
な
る
軒
輊
あ
る
を
免
れ
.す
、
且
資 

金
の
移
動
迅
速
を
f

る
能
は
ず
、
從
つV

準
備
金
の 

充
實
意
の
'如
く
な
ら
ざ
る
の
不
便
あ
6

。
.
是

等

の

事

情 

に
由
り
中
央
銀
行
制
度
を
設
ぐ
ん
に
至
&

ず
、
分
權
的 

色
彩
を
脫
せ
ざ
る
分
立
地
方
的
中
央
鈒
行
主
義
を
採
彡 

之
が
璐
理
權
を
一
筒
所
ぽ
收
む
る
が
如
き
、
寧
ろ
變
態 

の
中
央
銀
行
制
度
5:
劍
始
し
た
り
。
然
れ
ど
も
金
準
備 

の
.集
^
は
必
す
む
も
實
體
上
に
於
け
る
集
中
を
意
味
す 

る
に
あ
ら
す
、
串
實
上
適
當
'の
所
に
集
中
^

れ
、
之
が 

統
轄
連
用
の
集
十
の
實
を
期
し
得
る
を
以
て
十
分
な
6 

と
す
れ
ば,

準
備
金
貯
藏
所
が
十
餘
«

所
R

跨
れ
6

と 

す

る

も''
'

之

が

統

轄

權
一
所
に
存
す

る

以
上
、'
準
備
金 

集
中
の
實
ヒ
擧
げ
得
咬
く
、
.
之
を
目
しV

ホ
央
銀
行
« 

.度
^J

な
，
も
敢
て
.不
當
な
L

t '
。

米
國
の
澌
龈
行
法
位
侬
れ
咬
離
修
組
織
上
全
國
を
.
 

十
一
一
地
方
に
區
分
し
、
其
谷
地
方
每
w

-徹
の
準
備
銀
：
 

行
を
設
け
、
其
地
方
內
に
於
け
‘る
國
立
龈
行
に
對
し
て

谘
十
5
 

(

九觅七

)

雜
錄
米
國
の
金
準
備
叫
題

中
央
準
備
所
た
る
；の
職
能
を
果
し
、彳
其
上
に
一
箇
の
聯 

、
邦
準
備
局
：办1

て
、
準
備
鈒
行
相
互
關
の
聯»

を
_
り 

全
國
準
備
金
の
調
節
：を
掌
る
。
故
に
谷
準
備
鎌
行
は
從 

來
の
巾
央
準
備
市
に
於
け
る
國
立
錄
行
を
 

ー'
_
>」

な
し 

ノ
た
る
が
如
き
も
の
に
し
て
、
各
銀
行
ょ
り
预
金
を
吸
收 

す
る
を
得
れ
ば
、
其
程
度
に
於
て
集
備
金
の
集
ホ
は
當 

然
期
し
#

ベ
く
、
準
備
局
ぁ
々
て
之
を
統
轄
す
れ
ば
、 

米
國
銀
行
組
織
改
革
の
目
的
た
る
準
備
金
の
集
十
統
轄 

は
之
^

依
ダ
て
達
せ
ら
るA

こ

と

、
な

る

な
^S。

然
る
に
米
國
從
來
の
國
立
銀
行
ば
、

•.1

八
六
三
年
以 

來
半
世
紀
に
：立
日1

て
幾
多
の
波
瀾
-を
經
、
發
逄
し
來 

り
し
も
の
に
し
て
各
«
行
共
に
自
然
の
經
濟
系
統
に
從 

|

っ
て
取
，引
の
連
絡
を
保
ち
居
れ
ば
、
今
日
天
下
り
的
の 

準
備
銀
行
を
設
け
れ
办
と
て
、
他
の
文
明
國
に
於
け
る
' 

中
央
銀
行
^
普
®
銀
行
と
の
，間
に
觀
：な
が
如
&
關
係
を 

作
ぅ
出
：ず
こ
ミ
は
固
ょ
々
不
可
能
なb
。
依
っ
て
新
鈒 

行
法
は
國
立
銀
行
を
じV

株
金
を
出
資
せ
し
む
る
と
共
，
 

に
.、
法
律
を
以
て
準
備
金
预
託
方
法
を
规
宠
し
、
«
施

臶

氣

)

：
ニ
.五
、



站
十一

怨

(

九
五
八)

雜

錄

米

^!
の
^

^
備
|;
1
|

後
三
年
を
斯
じ
て
準
備
金
の
預
託
を
完
了
し
：、
同
時
に 

從
來
0

準
備
代
理
銀
行
に
於
け
る
预
ヶ
金
の
制
度
を
廢 

止
せ
ん
こ
ビ
を
企
圖
せ
シ
。
今
準
備
金
預
託
に
關
す
る 

規

定

を

筒

軍

に

述

べ

ん

に
„

1

、
中
央
準
備
市
の
銀
狩
は
準
備
鈒
行
法
の
實
施
ビ 

同
時
に
法
定
難
備
額

(

即
ち

'1

割
七
分)

の
十
八
分 

の
七
を
各

'

其
地
方
の
準
備
銀
行
に

.

預
託
し
、
十
八 

分
の
六
は
各
鈒
行
の
’

手
許
に
# .

置
し
、
殘
餘
の
十 

八
分
の
五
は
準
備
銀
狩U

預
記
す
る
も
將
た
手
許 

に
麗
ぐ
も
自
由
^

な
し
^

り
。

1

一、
準
備
市
の
鈒
行
は
實
施
と
同
時
に
法
定
«
備
额 

(

一
婵
五
分)

の
十
五
分
の
三
を
準
備
鈒
行
K.
预
IE 

し
、
M -
に

一

箇
年
の
後
に
至
り
て
十
五
分

の

一
を 

爾
後
六
箇
月
每
に
十
五
分

の

j

を
增
し
十
五
分
の 

六

を

以

て

止

め

、
‘
手
許
準
備
金
は
實
施
ょ
り
滿
ー
ニ 

年
間
は
十
五
分
の
六
と
し
其
後
は
十
五
分
の
五
と 

な
す
。
又
準
備
銀
行
預
節
高
及
手
許
準
備
金
以
，外 

.

0.
自
_
準
備
金
は
實
施
後
一
ニ
年
間
は
從
來
の
準
備

M

.
 

谘
七
號
一
一
.六

代

理

：
銀

行
^

預
け
«

く
を
得
る
も
、
三
年
後
に¥
: 

&

て
は
樂
備
銀
行
又
は
：手
許
の
何
れ
か
に
葙
歡
せ
. 

ざ
る
.、へ
か
ら
^
。

,

三
、
地
方
銀
行
は
！
？
施
と
同
時
に
法
定
準
備
額(

一

割
：ニ
分)

の
十
一I

分
め
一1

を
準
備
銀
行
に
预
記
し
、 

|

M

R

1

箇
年
の
後
十
一
莽
の「

を
、
爾
後
六
筒
月
.

每
に
.

十
二
分
の

I

を
增
し
十
二
分
の
五
を
以
て
北 

| 

め
、
手
韵
準
«

金
は
實
施
ょ
り
滿
三
年
間
は
士
 

j 

分
の
五
ビ
し
其
後
は
十
一
一
分
の
四
ビ
な
す
又
0

曲 

準
備
金
は
實
施
後
三
年
間
は
從
來
の
準
備
代
理
龈 

行
に
预
け
置
く
を
得
る
も
、
三
年
後
に
军
り
て
は 

準
備
銀
行
又
は
手
許
の
何
れ
が
に
®

か
ざ
る
.ベ
か 

ら
ら
.

ず
。：

評
、
自
由
準
備
金
ビ
は
餵
行
法
に
定
め
ら
れ
て
た
る 

準
備
金
：の
中
、

«

備
銀
行
及
手
許
に
存
骰
す
べ
く 

要
求
さ
.

れ
あ
る
.

以
外
の
.

も
の
を
云
ふ
.

も
の
に
し
て 

例
へ
、ば
法
定
準
備
金
の
中
、
四
割
は
.準
備
錐
行
に 

預
託
し
、
三
割
は
^

許
に
.

置
ぐ
べ
き
も
の
ビ
す
れ

ば
殘

三

剡

は

準

備

金

.た

る

な

6

。

' 

即
ち
三
印
後
の
一

九
一
七
年
十
一
月
十
六
日
以
後
に 

. K

け
る
雄
#,
翁
合
銀
f!
の

準

備

金

は

次
の
如

ぐ

な

る

ベ

し
。

(

3
-)

中
央
準
備
市
の
鈒
行

ハ
^

準
備
鈒
行
预
金
最
低
額
法
婼
準
備
額
の
%

(

£

手
許
準
備
金
. 

同

.

/A 

(

c
 

n山
準
備
金 

.
同

A

(

乙)

単
備
市
の
鈒
行

(

ィ)

準
備
銀
行
®
託
最
低
額
法
流
準
備
額
の

''
^

(

ロ)

手
許
準
備
金
 

向

.

^

(

ハ)

,

^

i

s
 

间

.

A

(

_内)

地
方
»
行 

..

?

)

.
够
備
銀
行
露
最
低
額

'

:
法
淀
準
備
額
の

^

C
U

)

.
手
許
準
備
金

.

.

冏

/^

s
(

ハ)

，1̂
1
汁
^
備
金

■ 

间
：

3 L

, 

右
の
規
定
に
從
つ
て
準
備
鈒
行
は
漸
次
組
合
銀
行
の 

辦
十〗

卷

(

九
五
九〕

M

錄

米

閲

の

金

準

備

(!
|
]
姐

H/I

預
金
を
受
入
れ
金
準
備
の
充
實
を
圖
ぅ
つ
>あ
り
し
が 

歐
溯
戰
谱
！

i

因
.る
米
國
へ
‘
の

金

流

入

の

增

加

は

,?
同

國
 

金

準

備

集

中

問

題
^

新

命

面

を

與.ふ

る> j
と
、

な

れ

り 

米

國

の

金

保

有

高

，は

「

九

i

七
年j

月
一
日
現

在

一
一十 

Y

八
©

五
^ '
萬
弗
に
上
り
、
戰
前
の
十
八
億
七
千
^
®
に 

\

比
し
約
十
億
典
の
增
加
に
し
て
、
之
が
爲
め
通
貨
及
信 

用
著
し
く
膨
脹
し
、
物
價
の
騰
貴
を
大
な
ら
し
め
、
且 

危
險
な
る
«

'«
]

を
1;
致
す
る
に
至
b

し
か
ば
、
金
の
流 

入
に
適
當
な
る
調
節
? :

加
へ
以
て
信
用
の
膨
脹
を
抑
止 

し
且
成
可
ぐ
金
準
備
の
集
中
を
圓
り
、
戰
後
に
於
け
る 

金
の
流
出
に
備
ふ
べ
し
ど
の
論
識
漭
の
間
に
唱
へ
ら
る 

、
を
見
る
0

即
ち
米
|«
今
.̂
に
於
け
る
金
推
備
_

§

は
：

一

1

徽
の
方
而
を
有
し
、：I

は
現
在
に
於
け
る
金
の
流
入 

を
調
猶
支
t
eせ
7V
と
す
る
に
在
り
、
.11

ば
戰
後
R

於
け 

る
金

流

出

企

調

節

緩

和

ぜ

，
ん

;t
す
る
に
在
り
。
開
戦
以 

來
来
國

R

流
入
し
來
り
し
金
は
十
餘
億

#

に
上
れ
る
が 

共
.一 :

般
流
通
市
場
K

在
.る
も
の
_は
眾
忙
闾
鄉
の
通
貨
を 

增
加
せ
る
i t
#

ま
名「

も

、
，
飯

行

®

中

k

入

う

法

宠

準

備

笫
七
僦

七



姑

十

一

卷

(

九
六
〇)

雜

鐵
來
國
の
金
準
嘯
間
題

金
を
膨
脹
せ
^

む
る
に
於
ち
は
、

j (

弗
の
金
は
六
弗
乃 

至
七
八
讲
の
预
金
と
な
b

て
銀
れ
の
投
資
能
カ
を
墙
大
.
 

せ
し
む
る
に
至
る
べ
き
が
、
戰
前
のI

九

一
四
年
六
月 

末
に
此
し
て
、
米
國
鈒
行
の
預
金
の
增
加
は
殆
ん
ど
六 

十
億
弗
に
達
し
、
信
用
の
膨
脹
著
し
く
從
：つ
.て
貨
物
及 

勞
カ
に
對
す
る|

i

要

を

刺

戟

し

、

物

價
» -
勞

働

賃

銀

は 

非
常
の
暴
騰
を
來
-L
f

 

o
從
來
米
願
は
其
勞
力
の
供 

給
を
外
國
ょ
ぅ
の
移
住
民
に
，依
6

仰

ぎ

つ

、

あ

り

し

に 

關
戰
以
來
是
等
移
住
溝
の
本
國
に
©
B1
す
る
*

多
き
等 

の
辦
惝
に
西
り
勞
カ
の
供
給
著
し
く
減
退
し
た
る
に
、
 

邨
髒
品
エ
業
の
勃
興
は
其
需
耍
を
益
大
な
ら
し
め
し
か 

ば
、

.

質
銀
の
騰
貴
甚
し
く
、
物
價
亦
之
に
伸
ひ
て
2
5騰 

し

、

戰

.前

に

比

し

平

均

六

割

乃

至

七

割

の

騰

貴

を

示

せ

郯
七
號

八

斯
く
米
國
は
開
戰
以
來
E

額
の
金
流
入
を
見
、
金
利 

低
落
、
通
貨
及
信
用
の
膨

|1
1

|

を
來
し
、
物
價
著
し
く
騰 

貴
せ
し
か
ば
、
贸
易
は
勢
ひ
逆
調
を
招
く
べ
き
狀
勢
に 

狂
る
も
、
經
濟
原
則
の
運
用
紊
亂
甘
る
贼
時
經
濟
の
现

狀
に
在
り
て
は

、：
汆
0.
流
入
> 
物

顧

暴

騰

し

て

質

易

は

.
 

尙

ほ

益

々

：輸

出

超

過

を

見
る

の

變

態

をS
せ
b

o
米
國 

は
，
昨

年

末

迄
.の
1
.
1
.
年
五
箇
月
!|
|
-
]に
於
て
約
五
十!

僦
卵 

.
の
輸
出
超
過
を
見
た
る
が
、
M

に
本
年
に
入
6

て
も
：一 

月
ょ
り
四
月
の
四
箇
月
間
に
十！

億
九
千
與
滩
の
輸
出 

j

超
過
を
見
つ
、
あ
6

。
然
れ
ぎ
も
此
は
唯
戰
時
の
變
歡

に
過
霞
ず
し
て
、

一

朝
戰
亂
雜
熄
し
貨
物
雛
給
系
統
の 

平
調
に
復
す
る
に
於
で
は
、
.

巨
额
の
金
流
入
に
基
づ
く 

影
響
は
當
然
蒙
む
る
を
免
れ
ず
。
殊
に
從
來
の
米
國
銀 

f t

組
織
の
如
C

、
金
準
備
の
各
方
面
に
分
散
し
入
る
に 

從
つ
で
M
0
を
膨
I M

せ
し
め
、
自
由
準
備
を
街
せ
ざ
ら 

ん
か
其
戰
後
に
蒙
る
損
害
は
實
に
測
る
ベ
か
ら
^
る
も 

の
あ
る
べ
し
。

今
次
の
戰
爭
は
世
界
に
於
け
る
金
の
分
配
狀
態
を
极 

本
ょ
5

繼
亂
し
、
歐
洲
の
諸
中
立
雨
、
米
國

及
：！：

本
共 

^

交
戰
_

ょ
6

ま
额
の
金
を
吸
收
し
た
る
他
方
に
於
て 

交
戰
I M

は
各
流
通
市
場
ょb

金
を
引
揚
げ
、
页
ぱ
金
製 

作
品
迄
も
提
供
せ
し
め
ヤ
、
金
準
備
の
補
充
に
努
め
辛

ぅ
じ
て
銀
行
券
の
信
用
?:
維
持
し
つ
y

f

o

 .

さ
れ
ば 

戰
帮
中
多
額
の
金
を
奪
ひ
去
ら
れ
た
る
交
®
!if
國
が
、
 

戰
後
に
於
て
.金
吸
收
に
努
む
ベ
き
は
#
然
の
事
に
し
て 

金
の
不
自
然
な
る
分
配
狀
態
が
其
自
然
に
復
歸
す
る
に 

至
る
は
到
底
抑
业
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
^

な
り
。：
又
金
を
、
 

吸
收
せ
る
邦
國
ょ
1

K
ふ
も
、.
其
れ
自
體
何
等
利
用
す'j 

ベ
か
ら
：ざ
み
金
を
以
て
國
內
を
飽
和
せ
し
め
た
り
^
て 

毫
も
利
す
る
所
'な
し
。
凡
^

f

國
の
所
有
す
べ
き
金
の 

高
は
相
當
の
限
度
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
之
以
上
を
有
す. 

る
は
害
あ
り
て
益
な
く
、
普
通
の
經
濟
狀
能
に
於
て
之 

を
維
持
ず
る
固
ょ
り
困
雛
の
事
に
爾
す
。.
さ
れ
ば
戦
時 

中
最
も
多
額
.の
金
を
吸
收
し
た
る
米
國
は
、
戰
後
に
’至

\ 

b

y

で
金
^

奪
戦
の
中
心
と
a

る
は
免
.る

能
f i

ざ:

る
ベ
し
一 

玆
に
於
て
か
米
國
銀
行
組
織
：改
正
：の
眼
自
た
り
し
金
準 

備
の
集
中
統
轄
は
；爽.に
一
層
重
要
の
度
を
加
ふ
る
に
至’ 

ち

し

な

り
。

:

六y

 

' 

、

翻
て
新
龈
行
法
實
施
以
來
に
於
け
る
準
備
金
の
集
中

笫
十一

卷

(

九
六
C

雜

錄

米
國
の
金
準
備
問
題

趨
勢
を
觀
る

R

、
準
備
龈
行
法
の
*
®
に
依
&

組
合
鐵 

行
の
準
備
金
預
記
の
結
果
左
の
如
ぐ
«

次
«

»
せ
り
。
 

聯
邦
準
備
銀
行
預
金
及
金
有
高

一：，丸
ニ
：四
年
十
.

一

月
ニ
十
卩 

.同：

十二
，
月讲

'
1

R 

一
九
r
if
t
年
六
月
廿
五
日
、
 

同

'-
..
十
一
：̂
十
九
n
, 

同

.

十
二
月
三
十
n 

「

九

H

ハ
根
六
月
三
十
；

同

ナ

一

月

十

七

H
 

同

.

.
年
十
二
.月
廿
九
n 

1

九
：

一

七
年
一
月
#,
六
0

..
, 

.同

.

年
.ニ
刀
廿
三
日 

同

年

三

月

三

十

n
f

 

同
.
.：

年
四
力
il
'
七n

r

組
合
銥
行
^
金
：

金
，
所
.布
；
高 

ニ
ニ
七
、
ャ
三̂

二
.四
〇
"
七
/

^
 

ニ
五
六
、〇

1

八

ニ

2,
:
.五
、
六
四
七 

三

一’ 

I
、

三

四

九

三

0

;ー
、0
コ
5
 

三
八
四
、
九
九
七 

'三
四
八
、
ー
3£
〇 

四
o
〇
、
〇

r

r
三
五
八
、
四
八
八 

四
五
七
、
五
〇
三
:
四
〇
四
'
1〇
六 

六
.ニ
ニ
、
ニ
玉
四
四
五
ニ
、
ニ
ニ
五 

六
六
八
、七
八
六
四
七

一
、

ニ
五

一 

が
山
ハ
九
、
八

七

四

5£
三
五
、
芄
〇
四 

,六
九
ニ
、七
四
五
四
九
七
、

一

H
八 

七
ニ
〇
、
四
1

,

1

:
:Z
L
七
七
、
三
七
.八 

七
二
九
：、
七

八

：

it
瓦
：ニ
ニ
、
ニ
：三
山
ハ

.

之

に

觀
れ
ば
新
饊
行
法
實
施
以
來
四
月
求
：1£
1

迄 

に
：組

合

銀

：行.の
預
金
絲
闽
億
九
午
萬
弗
、
金
準
備
ば
.

11 

億
：八

千

餘

离
#

を

增

加

せ6

。
，
さ

れ

ば

_

戦

以

來

米

國 

に
流
入
せ
る
十
餘
億
弗
の
金
の
大
部
分
は
銀
行
、
信
記

第
七
钺
ノ 

一
 

S



第T
*
1

验

(

九
六
ニ

)

雜

錄米刷の侖準備問題、

會
社
及I
般
市
場
に
入
れ
る
こ
と
、
な
る
今
一
九
.

J

六 

年
度
聯
邦
準
備
局
尔
報
に
依
れ
ば
、

j

九
一
六
年
十
一
一 

.月

j

日
现
在
の
米
國
金
保
有
高
ニ
十
七
億
七
千
五
瓦
萬 

卵
は
大
略
次
の
如
く
分
配
3

れ
あ
る
が
如
し
。
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準備組合銀衧 

州
立
銀
行
.、
露
愈
社
等
. 

一
般
1

及
伽
人
貯
藏
額

wmMm

B
纖

五
四
五
、〇
〇
〇 

'
四
五
ニ
、
〇
〇
〇
： 

八
〇
〇
、
〇o .
〇

1f
t

一

r

七
七
五
、〇
〇
〇

米
國
新
銀
行
法
は
實
施
以
來
旣
に
ニ
年
餘
を
經
過
し 

準
備
金
集
中
に
數
步
を
進
め
た
.る
は
#

ふ
ベ
か
ら
ざ
る 

も
、
今
=

準
備
鈒
行
の
保
管
又
は
；支
'配
下
に
在
る
金
は 

僅
に
七
億
內
外
に
過
§'
-
ず
し
て
、V
全
國
に
存
在
す
る
金 

尙
ほ
十
八
億
以
上
は
全
然
支
配
の
外
に
在
り
。
か
く
て 

は
米
國
の
金
準
備
は
未
だ
鞏
固
な
b

と

謂

ふ

.
ベ

か

ら

ず 

戰
後
各
國
に
向
つ
て
金
の
流
出
を
見
る
に
於
て
、
晏
如 

と
し
て
之
に
應
ず
る
能
は
ざ
る
ベ
し
。
而
か
も
戰
後
li
t

界

の

鼻

行

家

を

以

て

任

铨

ん

と

す

奋

米

國

せ

し

て

、
金 

の
.流
出
蔣
對
じ
て
制
，限

を

加

ふ

る

が

如

き

は

、

國
際
.金 

融

上

に

於

け

る

米

國

の

地

位

を

傷

く

る

こ

と

大

に

、

米 

國

銀

行
家
の
到

®

忍
ぶ
能

は

ざ

る

所

な

る

ベ
し
。
故
に 

戰

後

各

國

の

金

吸

收

に

對

し

て

適

當

に

其

流

出

を

調

節 

し

又

其

流

出

あ

る

も

經

濟

界

R
影

響

.を

.受
く

る

乙

y
j
fj
: 

か

ら

し

め

ん

ビ

す

る

に

は

、
今

日

-£
額
に
流
入
し
來
れ 

る

金

を

集

中

統

轄

せ

ざ

る

ベ

か

ら

ず

。

七
.

..

.:

聯

邦

準

備

局

，は

昨

年

六

七

月

以

來

聲

を

大

に

し

て

金 

準
備
集
中
の
急
務
な
る
を
全
國
の
龈
行
に
訴
へ
、
M

に 

咋
部
九
月
飢
合
鐵
行
の
準
備
金
预
記
に
關
す
る
«
定
を 

改
正
し
て
、
各
錄
听
が
手
許
準
備
ご
し
て
自
行
の
.钳
中 

に
存
し
置
か
ざ
る
.

Y

 

.か
ら
ざ
る
こ
と
、
な
り
g

た
る
、去 

龙

準

備

金

の

或

部

分

を

も

、

全

部

準

.備

鈒

行

に

預

託

す 

る
こ
ミ
を
得
と
し
、
以
て
可
成
く
準
備
金
の
大
部
分
を 

準
備
銀
行
に
预
託
せ
し
め
ん
と
す
る
の
方
針
?:
執
.

CV

た 

り
o

蓋
'1
>
最
初
に
*

ベ
た
る
如
く
新
準
備
紙
幣
は
0

A

I

I
I

I
-f. •

S

I
1

1

I

•1
s'

1

I ：

IfeI

飯
行
法
に
謂
ふ
所
の
合
法
貨
に
ぁ
ら
ざ
れ
ば
、
銀
行
は 

準
備
金V

J

し
て
當
然
金
貨
及
金
證
券
を
保
持
せ
ざ
る
ベ 

か
ら
ず
、
從
つ
て
銀
行
法
が
法
定
準
備
金
の
一
部
を
各 

飯
行
办
手
許
に
存
徵
せ
ざ
る
ベ
か
ら
ざ
る
こ
ビ
を
定
む 

れ
ば
其
れ
丈
け
の
金
は
組
合
銀
行
各
自
の
手
許
に
止
ま 

る
こ
と
、
な
り
、
金
準
備
集
中
の
目
的

V
J

栢
矛
眉
す
る 

の
結
*
を
來
す
を
以
て
な

b

。
即
ち
之
に
依
つ
て
準
備 

紙
赂
を
以
て
銀
行

e
h

常
の
支
挪
に
用
ゐ
、
金
準
備
は
全 

s l

^

tf
銀
行
に
集

4

せ
し
め
んV

J

す
る
に
在
ぅ
き
。
然 

る
に
咋
年
下
半
期
以
後
に
於
け
る
金
流
入
の
激
增
は
、
 

金
貨
及
金
諧
券
の
供
給
を
®

か
な
ら
し
め
し
か
ば
、
金 

貨
金
靜
券
は
c
.?
»
に
顧
行
の
取
引
臺
を
超
え
て
收
支
せ
ら 

れ
、
準
備
紙
幣
の
流
通
を
見
る
こ
く
少
き
と
共
に
、
準 

備
銀
行
に
對
す
る
，金
預
記
高
亦
格
別
增
加
す
る
：所
な
か 

り
き
。
前
記
準
備
局
の
年
報
妃
依
り
て
觀
る
に
、.
昨
年 

十
一
月
十
七
日
に
於
け
る
準
備
組
.織
內
鈒
行
の
傘
備
.の 

狀
態
は
左
に
示
す
如
ぐ
に
し
て
、
.準
備
金
の
大
部
分
は 

谷
街
の
庫
ホ
及
從
來
办
準
備
代
理
觀
行
に
存
し
、
«
随

銀
行
預
託
高
は
法
定
0

六
億
六
百
离
滞
に
對
じ
僅
に
六 

千
萬
弗
の
超
過
を
示
せ
る
の
み
な
6

、

準
備
組
合
銀
行
準
備
保
有
狀
態
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三)

錄

米

冏

の

金

準

備
||
:
)
妞

銀
行
手
許
夜
高

準
備
銀
行
预
ク
高

自
出
準
備
金 

一

.

锻
備
代
理
銀
好
爾
ゲ
高
r
o
s八、§11

-
合

:
計 

_
.
ーー、1'
六
、
ごー|

傘

備

金

：
の

集

中

か

ぐ

の

如

ぐ

弛
緩
な
b

し
か
ば
、
準 

備
局
は
M

U
離
備
金
預g

に
關
す
る
規
定
の
改
芷
を
提 

起
し
、
準
備
齟
合
：銀
行
を
し
て
日
常
營
業
に
必
要
な
る 

現
金
ビ
し
て
‘預

金

總

額

の

五

分

に

栩

當

.す

る

準
備
金
を 

镫
ぐ

に

止
.め
、
他
は
全
部
準
備
鈒
行
に
预
記
せ
し
む
る 

I

、
し

、

旦

準

備

市

及

地

方

®

銀

行

が

本

年

十

一

月 

迄
法
定
#

備
金
中
に
算
A

す
る
を
許
3

れ
あ
り
し
從
來 

0

準
備
代
：理
.銀

行

に

：於

け

：る

预

タ

金

を

、
，
法

定

準

備

金 

.ょ
6

除

外

す.べ
.き
.を

慫
«
.せ

り

。.此

改

正

.案

は

目

下

特

.

余
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'興
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十
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九
六
四〕

.
雜

錄

来

國

の

命

準

備

問

瓸

別
？！

會

に

提

出3
れ
あ
る
が
：
其
通
過
を
見
る
に
於
て 

は
準
備
金
狼
中
に
多
大
の
效
粜
あ
る
は
疑
の
餘
地
な
し 

聯
邦&

備
局
の
言
ふ
所
に
依
れ
ば
、
此
の
改
正
：に
依
6 

て 
一一{k
|
±
千
界
讲
の
坪
侃
金
を
^
備
銀
行
の
移
す
こ
ヾ
し 

f

、
準
備
銀
行
所
有
の
金
準
備
は
十
借
卵
に
達
す
べ 

く
、
全
阈
金
準
備
の
迎
礎
は
大
に
常
固
を
加
ふ
る
こVJ 

、
な
る
な
ぅ
。.
51
に
本
改
；Jh
案
に
就
て
汴
意
す
べ
き
は 

紐
合
銀
行
が
^

>
m
I
MC
巾
に
存
し
S

く
ベ
&
现
金
準
備
を 

常
座
预
金(

三
十
日
以
内)

の
五
分
に
止
め
、
丑
驭
準
備 

は
從
來
の
如
く
必
ず
し
も
合
法
貨
幣
た
る
を
要
せ
す
し 

て
、
:{
1
:

(

他
の
通
货
を
以
て
す
る
も
•要
す
る
に
日
常
の
支 

拂
に
缺
く
る
所
な
き
を
以
て
见
る
ビ
し
、
何
ほ
俾
栺
銀 

行
に
於
け
る
M

金
の
法
定
の
割
合
を
赵
過
す
る
時
は
、
 

飢
合
銀
行
の
手
許
準
備
は
五
分
以
下V

J

な
す
を
得
る
こ 

V
J
、

せ
る
乙
ビ
な
ぅ
。
寧
備
局
の
意
は
、
普
通
飯
行
に 

於
て
支
®

很
備
金
の
M

合
を
法
^
す
る
は
飯
行
營
業
上 

ヲ

な
る
® -
*

'

^

る

^
懿

め
之
を
做
廢
せ
ん
ヾ
し

.
す
る
R
在
 

う
て
、
糾
合
銀
行
に
し
て
栩
當
の
準
備
金
を
有
す
る
に

第

七

铖
r

r

l

於
て
は
、
其
手
許
现
金
の
如
き
は
各

s
i

の
任
意
く
し
て 

可
な
b

.

v

j

な
す
な
6

。
か
く
の
如
&
は
雕
備
佥
集
中
と 

は
直
接
の
關
係
少
な
き
も
、
準
備
問
煺
の
解
決
に
は
：见 

に

I

步
を
進
め
た
る
も
の
ど
謂
ふ
べ
し
。

\

以
上
準
備
金
集
中
敗
關
す
る
規
定
及
其
改
I E

案
を
叙 

\

し
來
b

^

る
が
、
其
集
^

の
方
法
と
し
て
は
常
に
組
合 

|

銀
行
の
準
備
飯
行
に
對
す
る
预
ヶ
佥
を
、
法
雄
を
以
て 

\

强
制
的
に
堦
加
せ
ん

V」

す
る
の
一
途
に
出
で
た
る
は
蔽 

|

ふ
べ
か
ら
ず
。
殊
に
今
囘
準
備
周
の
提
起
せ
る
改
正
の 

I
,

如
き
、
她
方
鈒
行
は
预
命
の
七
分
、
準
備
市
の
龈
行
は 

|

同

i 

W

、.

中
央
準
備
市
の
銀
行
は
同

1

割
三
分
以
上
を 

一
準
備
銀
行
に
®

記
す
，べ
き
こ

V
J

、

な
^

S、

紐
合
銀
行 

と
し
て
は今

：！：

の
處
大
な
る
食
慠
た
る
を
觅
れ
ざ
る 

な
t元

來
普
通
龈
行
の
準
備
金
な
る
も
の
は
必
婴
に
應
じ 

て
容
易
に
利
用
せ
ら
る

Y

き
最
も
便
®
の
形
に
於
て
貯 

藏
せ
ら
る
ベ

&

も
の
に
し
て
、
中
央

鈒
行
に
於
け
る
®

菜

|

卜

ps
%
%

I
I

|
I：

*;c>

ヶ
金
の
.免
き
は
最
も
21
要
な
る
も
の
,̂
,

」

せ
ら
る
。
.然
れ 

ど
も
中
央
®
行
に
於
け
る
预
ヶ
金
が
普
通
龈
行
の
準
備 

金
マ
し
し
て
煨
も
便
利
且
赏
耍
な
る
は
、
其
が
何
時
に
て 

も
引
出
し
得
べ
き
狀
態
に
茌
る
と
、
谷
種
の
支
拂
が
結 

局
此
预
ヶ
金
に
於
て
決
濟
せ
ら
る
、
の
便
宜
あ
る
に
因 

る
な
り
。
3

れ
ば
中
央
鍬
行
が
普
通
銀
行
の
準
備
金
を

\ 

吸
收
せ
ん
と
す
る
に
は
、
組
合
龈
行
各
秫
貨
借
の
最
後

\ 

の
決
濟
機
關
た
る
職
能
を
完
全
に
遂
行
せ
ざ
る
ベ
か
す
' j  

換
雷
す
れ
ば
手
形
交
換
尻
の
決
濟
機
關
た
る
に
至
ら
ざ 

る
べ
か
ら
す
。
3

れ
ば
米
國
準
備
鈒
行
が
紐
合
«
行
の 

準
備
預
金
を
吸
收
せ
ん
ビ
す
れ
ば
、
是
等
龃
合
银
行
の 

爲
め
に
便
梵
1

低
廉
な
る
決
濟
の
途
を
講
せ
ざ
る
べ
か| 

ら
す
し
て
、
此
機
能
圓
»

に
行
は
れ
ず
し
て
徒
に
法
栉

\ 

を
以
て
準
備
金
の
预
記
を
强
耍
す
る
が
如
き
は
、
銀
行 

の
^

業
資
カ
を
減
殺
す
る
の
叙
果
を
來
し
、
商
業
取
引 

の
發
逄
を
肌
碍
す
る
に
至
る
は
常
然
の
带
な
り
。
昨
年 

七
月
以
來
實
施
せ
る
準
備
銀
行
れ
手
形
取
立
法
は
即
ち 

右
の
趣
旨
ょ
り
出
で
た
る

も
の
に
し
て
、
•之
が
完
全
に
，
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行
は
れ1

準

備

地

方

內

の

組

合

餵

行

.間

の

決

濟

は

其

地

方
に
於
け
る
準
備
銀
行
に
依
つ
て
行
は
れ
、
他
の
準
備

地
方
ビ
の
問
に
於
て
は
谷
準
備
*
行
を
經
由
し
て
決
濟

せ
ら
れ
觅
に
準
備
龈
行
相
互
間
の
決
濟
は
聯
邦
&
備
厨

の
中
央

基
金
に
依
つ
て
行
は
る
、
现
在
の
方
法
が
十
分

發
達
し
ヽ
又
各
都
市
の
交
換
所
に
於
け
る
贷
借
況
の
決

濟
が
準
備
鈒
行
へ

又
は
其
支
店)

に
於
て
帆
筂
上

行
は
る

>

乙
ビ

>

な
れ
ば
準
備
鈒
.f
r
に
於
け
る
組
合
银
行
の
预

金
は
漸
次
增
加
し
、
难
備
銀
行
法
の
運
川
は
所
期
の
效 

粜
を
擧
ぐ
る
を
#

べ
し
。

，
.

前
記
難
備
局
の
提
起
せ
る
改
正
案
が
讅
會
を
通
過
す 

る
や
、
又
其
實
施
が
米
國
鈒
行
業
に
如
何
な
る
影
響
を 

及
ぼ
す
べ
き
や
は
別
と
す
る
も
、
か
ぐ
準
備
金
集
中
述 

動
が
戰
後
に
對
す
る
準
備
ビ
關
述
し
て
起
り
、
R
:聯
邦 

國
準
備
周
ぁ
り
て
全
國
龈
行
飢
織
を
統
御
し
つ
、
ぁ
れ 

ば
、
今
次
大
亂
終
熄
に
隙
し
、
米
國
の
信

] 1
]

紕
繊
は
比 

較
的
*

固
な
る
を
得
ん
か
你
ほ
參
戰
に
侬
纟
戰
狻
の
 ̂

際
金
融
關
係
及
米
國
の
雕
備
金
問
M

•に
多
少
の
變
化
を 

來
す
べ
き
は
勿
論
な
&;
ん
も
、
此
は
今
後
の
推
移
に
委 

し
他
日
も
期
せ
ん
。(

大
正
六
*
五
*
エ
五
稿)
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